
関
・
廊
下
な
ど
の
改
修
工
事
▽
昇

降
機
取
付
工
事
▽
車
椅
子
用
屋
外

ス
ロ
ー
プ
取
付
工
事
な
ど

※
新
築
・
増
築
は
対
象
外

対
象
と
な
る
工
事
経

費
の
２
／
３
の
額
（
助
成
額
上

限
／
53
万
３
０
０
０
円
）

介
護
保
険
の
住
宅
改

修
（
限
度
額
２
０
万
円
）
の
対
象

と
な
る
工
事
は
介
護
保
険
の
給
付

が
優
先
さ
れ
ま
す
。
併
用
さ
れ
る

場
合
は
事
前
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

工
事
着
工
前
に

高
齢
社
会
課（
q
20
―

３
１
７
３
）、

ま
た
は
各
中
学
校
区
の
在
宅
介
護

支
援
セ
ン
タ
ー

健
康
対
策
課
（
q
20

―

３
１
９
２
）

介
護
が
必
要
な
高
齢
者
が
自
宅

で
快
適
に
生
活
し
て
い
く
た
め
に

必
要
な
住
宅
改
良
の
経
費
を
助
成

し
て
い
ま
す
。介

護
保
険
で
「
要
支

援
」
ま
た
は
「
要
介
護
」
と
認
定

さ
れ
た
方
で
、
過
去
に
市
の
高
齢

者
等
住
宅
改
良
助
成
の
適
用
を
受

け
た
こ
と
の
な
い
人

▽
日
常
生
活
に
必

要
な
居
室
・
浴
室
・
便
所
・
玄

※
退
職
者
国
民
健
康
保
険
証
を
持

っ
て
い
る
人
は
一
般
保
険
証
へ
の

書
き
替
え
が
必
要
と
な
り
ま
す
の

で
保
険
年
金
課
で
手
続
き
を
し
て

く
だ
さ
い
。

七
月
一
日
か
ら
母
子
家
庭
の
特

別
医
療
の
申
請
を
受
け
付
け
ま
す
。

平
成
12
年
の
所
得
税

非
課
税
世
帯
の
母
子
家
庭
の
母
子

健
康
保
険
証（
転

入
し
た
人
は
前
住
所
地
役
場
で
交

付
さ
れ
た
所
得
課
税
証
明
書
も
必

要
）

七
十
歳
以
上
（
身
障
手
帳
一
〜

三
級
と
四
級
の
一
部
の
人
は
六
十

五
歳
以
上
）
に
な
る
と
「
老
人
保

健
」の
受
給
資
格
が
発
生
し
ま
す
。

ま
だ
、
手
続
き
を
し
て
い
な
い
人

は
、
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
そ
の
際
、
保
険
証
（
七

十
歳
未
満
の
人
は
保
険
証
と
身
障

手
帳
）
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で

持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

健
康
対
策
課
（
さ

ざ
ん
か
会
館
４
階
・
q
20
―

３
１
９

３
）

■水道局ホームページ
http://www.water.tottori.tottori.jp/

最近、水道局職員を
装って家庭を訪問し、
高額な浄水器や塩素消
毒の効果をなくす薬品
の購入を勧めるなどの
悪質な訪問販売の例が報告されています。
水道局では、浄水器、薬剤などの販売も推薦も行っ

ていません。また、家庭の水道水の検査や浄水器など
の販売を業者に委託することもありません。
水道局の職員は、職員であることを証明する写真入

りの を持参しています。不審な点がある場
合は、その提示を求めるか、その場で水道局（q53-
7811）にお問い合わせください。

公道の漏水箇所を早期に発見し、大切な水が漏水に
より無駄にならないようにするため、計画的に給水区
域内の漏水調査を実施しています。
今年度は、8月上旬まで千代川以東の給水区域の漏
水調査、および受水槽の位置確認を水道局の委託を受
けた業者が実施しますので、ご協力をお願いします。
●問い合わせ先＝水道局給水課（q53-7811）

●とき＝8月1日（水）午後2時～4時30分
●ところ＝水道局（駐車場有り）
●対象＝市内の小学校3～6年生　※保護者同伴のこと
●内容＝　水道の歴史や水道のしくみなどの説明　叶

水源地の見学　水を使った実験やクイズ
●定員＝20組（40人）
●申込期限＝7月19日（木）（先着順）
●申し込み先＝水道局総務課（q53-7811）
※当日は、鳥取駅南口から午後1時30分にバスが出
ます。

七
十
歳
に
な
っ
た
ら

老
人
保
健

母
子
家
庭
の

特
別
医
療
の
申
請

高
齢
者
用
住
宅
改
良
費

を
助
成

とっとり市報　⑭

ペットのふんの始末は飼い主の責任です！

▽

▽

▽


